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仕様書 

 

１ 業務名 

  令和８年度 静岡市ママケアデイサービス企画・運営業務 

 

２ 実施期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 事業概要 

 （１）目的 

 乳児をもつ母親に対して休息や交流ができる場所を提供し、また子育て経験者等が子育て

に関する悩みの「話し相手」となり、併せて保育士等の専門職による相談支援を行うことに

より、家庭や地域での孤立感を和らげ、母親が安心して子育てができる環境を整備する。 

  

 （２）対象者 

静岡市に住民票がある、生後４か月以上１歳未満のこどもをもつ母親とそのこども（こど

もの世話を手伝う際、医療行為が必要ないこども）。（未就園のきょうだいを含む） 

 

４ 業務内容 

（１） 実施場所の確保 

  ・受託者は市内偏りなく実施場所を確保する。 

  ・受託者は以下の①～④の項目に留意し、実施場所を選定する。 

① 交通アクセスや駐車場について配慮する。 

② 交流・相談スペースと休息スペースの２部屋を用意する。 

③ こどもの泣き声などの影響を配慮する。 

④ 授乳や離乳食などの準備が行える設備を確保する。 

  （例）※ 事前に賛同が得られている会場 

・静岡市ふれあい健康増進館 ゆ・ら・ら    静岡市葵区南沼上 1379-１ 

・柚木の郷                  静岡市葵区東静岡一丁目１-57 

   ・リバティーリゾート久能山           静岡市駿河区古宿 294 

   ・花月旅館                  静岡市駿河区稲川一丁目５-２ 

   ・クア・アンド・ホテル 駿河健康ランド    静岡市清水区興津東町 1234 

   ・清水ナショナルトレーニングセンター     静岡市清水区山切 1487-１ 

（２） 従事者 

・受託者は責任者として、保健師、助産師、看護師又は保育士の資格を有する者を１回

の開催につき、１人従事させる。 

・受託者は補助者として、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、又は
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介護福祉士を１回の開催につき、１人従事させる。ただし、利用するこどもの人数が２

人以下である場合を除く。 

・受託者は利用人数に応じて従事者を調整する。従事者１人が対応するこどもの数は、

最大で２人とする。 

 

（３） 事業の回数、時間、利用料等  

  ・原則として週１回以上、開催回数の合計が 145 回以上となるよう計画し、実施する。 

  ・開催日までは１か月程度の周知期間を設ける。（契約月を除く） 

・開催時間は、概ね午前 10 時から午後３時までとする。 

  ・年末年始（12 月 29 日～１月３日）は開催休止日とする。 

  ・定員は、原則１回５組とする。 

  ・受託者は、利用に係る実費費用として市が定める利用料(利用者１組につき、１日当た

り 1,500 円)を、利用者から徴収する。 

・食事代や入浴料などは、利用者が直接、会場等に支払う。 

 

（４） 支援内容 

受託者は以下の①～④の内容を実施できるよう、１回のスケジュールを企画する。 

① 休息時間の提供 

母子が休息できるスペースを提供する。 

（例） 

・会場の施設を活用し、入浴や午睡など母親が休息方法を選択できる。 

・必要に応じ、従事者が授乳、おむつ交換、着替え等のこどもの世話を手伝う。 

・必要に応じ、きょうだいの世話を手伝う。 

② 交流の機会の提供 

母親同士及び子育て経験者等との交流の機会を提供する。 

（例） 

・親子遊びなど育児に関する講座（30 分程度）等を実施する。 

・昼食時間を母親同士の交流の機会とする。 

③ 相談支援 

責任者及び従事者が、母親の育児に関する相談に応じ支援する。 

④ その他 

・実施場所や利用人数に応じて、昼食を手配する。 

・利用者の安全に配慮し、事業を実施する。 

 

（５） 事業の周知 

     ・事業の周知について、市と協力し実施する。 
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（６） 申込受付 

  ・受託者は事業の利用を希望する者から連絡を受け、利用日の調整を行う。 

  ・受付対応時間は、平日午前９時～午後４時以上の時間を確保する。 

  ・支援内容の交流の機会の提供のため、１回の開催につき利用組数が３組以上   

    となるよう努める。 

  ・受託者は事業の利用を希望する者から、ママケアデイサービス利用申請書（静岡市マ

マケアデイサービス事業実施要綱 様式第１号）を受領し、市長に提出するものとす

る。 

 

（７） 実施会場との連絡調整 

受託者は開催日や昼食等、実施会場と調整を行う。 

    

（８） 実施報告 

受託者は各月の事業実施状況について、ママケアデイサービス事業実施結果報告書

（静岡市ママケアデイサービス事業実施要綱 様式第４号）及びママケアデイサービス

事業実施結果内訳報告書（静岡市ママケアデイサービス事業実施要綱 様式第５号）を

作成し、翌月 10 日（令和８年３月分にあっては、同月末日）までに市に提出する。 

 

（９） 受託者における費用負担 

   ・従事実績に応じた、実施責任者、補助者への謝金 

・開催実績に応じた、会場使用料 

・上記のほか、事業の運営に必要な費用 

 

５ 委託料 

  原則として年２回（４月、10 月）の分割払いとする。 

※ ただし、年間開催回数が 145 回を下回った場合は、実施できなかった回数に、本事業

の企画提案応募時に提出した積算表の人件費的費用と会場賃借料の合計額の 145 分の

１を乗じた額を市に返還すること。 

 

６ その他 

（１） 本業務は、「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」（令和５年６月30日こ成

母第36号こども家庭庁成育局長通知）における「妊娠・出産包括支援事業」のうち「産

前・産後サポート事業」の実施要綱に基づき行うものである。 

（２） 本業務の遂行に当たっては、静岡市と連携を密にし、疑義が生じた場合は、静岡市、受

託者双方が協議の上、これを処理する。 

（３） 本業務により得られたデータ及び成果品は静岡市に帰属するものとし、静岡市の許可な

く他に使用あるいは公表してはならない。 
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（４） 著作権、肖像権等、他の個人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。 

（５） 本業務の遂行に当たり知り得た一切の事項について、外部へ漏えいしないこと。また、

静岡市が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこと。 

（６） 受託者は、本業務の遂行に当たり個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法

律を遵守すること。また、ＰＣを利用して個人の記録の作成、保存等を行う場合、個人

情報の漏えい及び改ざん等を防止するための措置を講じること。 

（７） 本業務の遂行に当たって、受託者と支援対象者等との間に苦情やトラブル等が発生した

場合は、受託者が迅速かつ誠実に対応すること。対応が困難な苦情等が発生した場合は、

迅速に静岡市に報告し、対応を協議すること。 

（８） 本事業実施により、故意または過失により第三者に損害を与えた場合は、受託者が賠償

責任を負うことになるため、受託者においては損害賠償保険に加入すること。 

（９） この仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者双方が協議の上、これを決定

する。 

（10） この業務に係る契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期

継続契約であるため、この業務に係る予算の減額又は削除があったときは、静岡市は、

この契約を変更又は解除することができる。 

 

 


